
令和６年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ）

No ５１ 府 省 庁 名  経済産業省 

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（    地方消費税  ） 

要望 

項目名 
外国人旅行者向け消費税免税制度のあり方の検討 

要望内容 

（概要） 

【制度の概要】 

消費税法第８条等に基づき、輸出物品販売場（以下「消費税免税店」という。）において、外国人旅行者などの非

居住者に対して、特定の物品を一定の方法で販売する場合には消費税が免除される。 

【要望の内容】 

訪日外国人旅行消費額の更なる増加に向けて、外国人旅行者の利便性向上や免税店事業者の手続きの簡素化、国内

における転売目的利用による不正対策等に資する外国人旅行者向け消費税免税制度のあり方について検討を行う。 

関係条文 

消費税法第８条 

消費税法施行令第18条 

消費税法施行規則第６条～第 10条 

減収 

見込額 

［初年度］  ―   （  ―  ）  ［平年度］  ―   （  ―  ） 

［改正増減収額］  ― （単位：百万円） 

要望理由 
⑴ 政策目的

外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の手続きの簡素化を進め、旅行消費額単価の引き上げや地方も含め
た免税店数増加を通じた購入機会の拡大に繋げることで、訪日外国人旅行消費額を増加させる。 

⑵ 施策の必要性

「観光立国推進基本計画」（令和５年３月31日閣議決定）において、訪日外国人旅行消費額を、コロナ前の水準を

超えて年間５兆円とする目標を早期に達成する旨の目標が掲げられている。

このため、インバウンドの本格回復に向けて、訪日外国人旅行消費額を引き上げに寄与してきた外国人旅行者向

け消費税免税制度について、外国人旅行者の利便性や免税店事業者の事務負担の軽減等を一層進める必要があると

ころ、「令和５年度税制改正大綱」（令和４年 12月16日自由民主党・公明党）において「外国人旅行者の利便性や

免税店の事務負担等を踏まえつつ、引き続き効果的な不正対策を検討していく。」と記載されたことを踏まえて検

討する必要がある。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

４．情報処理の促進並びにサービス・製造産業の発展 

政策の 

達成目標 

観光立国推進基本計画」（令和５年３月３１日閣議決定） 

・訪日外国人旅行消費額 

 早期に年間5兆円 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

恒久措置 

同上の期間中

の達成目標 

「観光立国推進基本計画」（令和５年３月３１日閣議決定） 

・訪日外国人旅行消費額 

 早期に年間5兆円 

政策目標の 

達成状況 

 

訪日外国人旅行消費額 

2020年：7,446億円  

2021年：1,208億円 

2022年：8,987億円 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

― 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

本要望は、外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続きの簡素化を進めること

で、外国人旅行者の旅行消費額単価の引き上げや、地方も含めた免税店数の増加による購入機会の

増加を通じて、外国人旅行消費額の増加に繋げるものであり、「外国人旅行者の利便性や免税店の事

務負担等を踏まえつつ、引き続き効果的な不正対策を検討していく。」と記載された「令和５年度税

制改正大綱」（令和４年 12月16日自由民主党・公明党）の方針の実現に資する検討で、有効である 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

― 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

― 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

― 

要望の措置の 

妥当性 

本要望は、外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続きの簡素化を進めること

で、外国人旅行者の旅行消費額単価の引き上げや、地方も含めた免税店数の増加による購入機会の

増加を通じて、外国人旅行消費額の増加に繋げるものであり、「外国人旅行者の利便性や免税店の事

務負担等を踏まえつつ、引き続き効果的な不正対策を検討していく。」と記載された「令和５年度税

制改正大綱」（令和４年 12月16日自由民主党・公明党）の方針の実現に資する検討で、有効である 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

2013年： 5,777店（2014年４月１日時点） 

2014年：18,779店（2015年４月１日時点） 

2015年：35,202店（2016年４月１日時点） 

2016年：40,532店（2017年４月１日時点） 

2017年：44,646店（2018年４月１日時点） 

2018年：50,198店（2019年４月１日時点） 

2019年：54,667店（2020年３月31日時点） 

2020年：54,772店（2021年３月31日時点） 

2021年：52,271店（2022年３月31日時点） 

2022年：53,650店（2023年３月31日時点） 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

― 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

○免税対象品目の拡大・手続簡素化（平成 26年10月開始） 

 免税対象品目の拡大・手続簡素化により、外国人旅行消費額の大幅な拡大、消費税免税店の拡大

に繋がった。 

○免税手続カウンター制度の開始（平成 27年４月開始） 

 免税手続カウンター制度が開始され、商店街、ショッピングセンターにおける店舗の免税手続き

の負担が大幅に軽減された。 

○免税販売の対象となる最低購入金額の引下げ（平成 28年５月開始） 

 免税販売の対象となる最低購入金額の引下げにより、地方における外国人旅行消費額を拡大した。 

○「一般物品」と「消耗品」の合算（平成30年７月開始） 

 一定の要件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が 5,000円以上となる場合も免税販売の対

象とすることにより、地方における外国人旅行消費額を拡大した。 

〇臨時免税店制度の創設（令和元年７月開始） 
 既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、地域のお祭り等に出店する場合において、事前
の手続により免税販売を可能とすることにより、地方における外国人旅行消費額を拡大した。 

〇免税販売の無人化（令和３年10月1日開始） 
免税店の許可要件について、従業員を介さずに免税販売手続を行うことが出来る機器を設置した
場合には、免税販売手続に必要な人員の配置等を不要とする措置を講じる。 

〇免税対象者の明確化（令和５年 4月1日開始） 

前回要望時の 

達成目標 

 

― 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

― 

これまでの要望経緯 

― 
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